
 

 

 

 

 

 

宮城県ドクターヘリの運航再開について 

 

 宮城県ドクターヘリは、部品の不具合により、令和６年１１月２５日（月）から運航を

一時休止しておりましたが、本日令和６年１２月１日（日）から運航を再開しました。 

 

１ 運航一時休止期間 

  令和６年１１月２５日（月）から令和６年１２月１日（日）まで 

 

２ 運航再開経緯 

 ・ドクターヘリ主機が定期整備のため、令和６年１０月１日から予備機にて運用。 

 ・予備機が、１１月２５日の運航で、燃料制御装置の不具合を発見したため、代替部品

を調達し交換するまで運航休止することとした。 

 ・燃料制御装置を交換し、不具合が解消されたことを確認したことから、令和６年１２

月１日から予備機による運航を再開した。 
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